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（次第） 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議題 

 議題１ 校舎棟、厚生棟の検討 

     資料 P３～P１３を事務局が説明 

   (以下、委員の主な意見等) 

（校舎棟、厚生棟の検討） 

・ まずは、消防学校の各施設に必要な機能を整理する。 

・ 特に、女子学生の受け入れに伴うトイレなどの整備は、人権問題として捉え、十

分なスペースと設備を確保する。 

・ 建物の目標使用年数が長く設定されているが、少なくとも校舎棟は改修が必要で

ある。 

・ さらに、現在の校舎棟と厚生棟が敷地の中央に位置していることは、最適な配置

とは言えず、敷地全体の利用効率や今後の拡張性を考慮し、配置を見直す必要があ

る。 

・ 埼玉県と類似した都道府県の消防学校の敷地面積や学生一人当たりの敷地面積を

比較し、一覧表に整理する。 

・ また、独自に消防学校を持つ政令市などがあるかどうか確認する。 

・ 緊急消防援助隊の受援機能強化のため、屋内外に十分なスペースを確保する必要

である。 

・ 若い人たちが教育訓練を受けたいと思えるような消防学校にするためには、DX 環

境を整備した新しい学校へのリニューアルが不可欠である。 

・ 基本構想では、上記の点を踏まえ、いくつかの可能性、例えば、建替え以外にも、



 

増改築、部分的な改修などを指摘する。 

・ 今後、専門家の技術的な助言などを考慮し、改めて検討を進めていき、最終的に

建て替えが不可欠と判断される場合は、建て替えも視野に入れる。（現在の敷地） 

・ 現在の敷地内に機能強化したい訓練施設が配置できるか留意する必要がある。 

・ 入校者数の違いはあるが、他県で埼玉県と同規模の敷地で運営している学校があ

れば、埼玉県が機能強化したい訓練施設をどうカバーできているか参考にする必要

がある。 

（その他の留意事項） 

・ 市町村が採用した新規消防職員が、県の消防学校での教育中に辞めてしまわない

よう、県として最大限の努力を払う必要がある。 

・ 委員会では、手持ちの県有地などを比較検討した結果、現在の消防学校用地を再

整備するという結論を所与の条件として検討を進めている。 

・ 第２回委員会までに議論していた訓練施設は、基本的には全て整備するという方

向性で進めている。 

・ 近年、火災件数が減少しており、消防職員は消火活動や火災現場での救助活動の

経験を積む機会が少ない状況である。 

・ そのため、火災現場における活動や指揮を実戦さながらに体験できるシミュレー

ション訓練施設は必須である。 

・ 消防職員が安心して教育訓練に取り組めるよう、宿舎棟や校舎棟などの施設整備

も、訓練施設と同等以上の必要性がある。 

・ 建物ではないが、県消防操法大会を開催可能な屋外のスペースは確保する。 

 

 

 議題２ 県消防長会からの要望に対する検討 

     資料 P１４～P１５を事務局が説明 

   (以下、委員の主な意見等) 

（県消防長会からの要望に対する検討） 

・ 県消防長会は、全国指導会ではなく、県指導会を開催できる訓練塔の設置を要望

している。 

・ 第２回委員会までの関連する議論を踏まえ、要望内容を具体的に検討する。 

・ 要望に沿った場合、どのような施設になるのか、具体的なイメージを提示する。 

・ 県指導会を開催することで、県内の各消防本部が救助技術向上に励むことができ、 

 ひいては県民の安全と安心に貢献できると考えられる。 

・ 屋外に県指導会を開催できる訓練塔を常設する場合、平時の教育訓練や災害時の

緊援隊のスペース確保も考慮し、必要なスペースが確保できるかどうかを検討する

必要がある。 

 

４ 次回の開催日程について 

  資料 P１６を事務局が説明 

 

５ 閉会 

 


